
新 旧 備考

項　　　　　　　　　　目 記載ﾍﾟｰｼﾞ 項　　　　　　　　　　目 記載ﾍﾟー ｼﾞ
１．総　　則 （　共　通　） ５．使用資材 （　選　択　）

☐ (1) 一般 1,2 ☐ (1) 生コンクリート 44
(2) 土木工事共通仕様書の読み替えについて 3 ☐ (2) 区画線 44
(3) 第１回打合せに際して　 4 ☐ (3) 再生骨材（コンクリート廃材） 45
(4) 工事施工前・施工時に際して 4,5 ☐ (4) 種子等 46～48
(5) 工事しゅん功に際して 5 ☐ (5) 生芝 48
(6) 建設業退職金共済について 6 ☐ (6) 塗装 48
(7) 交通誘導警備員について 7
(8) 工事標識 8,9
(9) 建設機械について 10,11
(10) 工事成果品について 12～17
（11） 週休2日工事の実施について 18 ６．各種様式 （　共　通　）

履行報告書 様式-1
２．施工条件 （　共　通　） ファイル説明書 様式-2

(1) 工程関係 19 施工体制台帳 様式-3-1
(2) 公害関係 19,20 作業員名簿 様式-3-2
(3) 安全対策関係 20 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請負通知書様式） 様式-4
(4) 工事用道路関係 20 施工体系図 様式-5
(5) 建設副産物・廃棄物関係 21～24 排出ガス対策建設機械を使用できない理由書 様式-6

使用機械一覧 様式-7
３．施工条件 （　選　択　） 地下埋設物位置及び支障物件打合せ確認書 様式-8

☐ (1) 本工事を施工するための条件 25 「ほくでん」送電線に関わる協議 様式-9
☐ (2) 安全対策 26 休日作業の承認願い 様式-10
☐ (3) 工期・工程関係 26 工事施工協議簿 様式-11
☐ (4) 盛土材・廃棄物関係 27,28 段階確認願い 様式-12
☐ (5) 段階確認 29 立会願い 様式-13
☐ (6) 支障物件等について 29 社内検査実施結果報告書 様式-14
☐ (7) 現場環境改善 30 安全訓練等実施報告書 様式-15
☐ (8) 植栽工について 31,32 使用資材承認願い 様式-16
☐ (9) すき取り土の再利用について 33 交通誘導警備員選定通知書 様式-17
☐ (10) 既設路盤材の再生処理について 34 交通誘導警備員配置時間集計表 様式-18
☐ (11) 家屋の事前・事後調査 35 プラント搬入量確定確認書 様式-19
☐ (12) 冬期の施工について 36 境界杭等地先立会簿 様式-20
☐ (13) 公共基準点（街区基準点等）の一時的な撤去・再設置及び移設について 36 「建退共」共済証紙の配布状況調査表 様式-21
☐ (14) 指定歩掛の実績報告について 37 路面ヒーター稼働時間調書 様式-22
☐ (15) その他 38 取りまとめ結果表 様式-23

４．使用資材 （　共　通　） 休暇届 様式-24
(1) アスファルトコンクリート　　　 39～42 安全関連資料総括表 様式-25
(2) 取付管用支管 43 生産物件（発生材）報告書 様式-26
(3) 客土 43 施工実績報告書 様式-27

特　　　　　　記　　　　　　仕　　　　　　様　　　　　　書
（旭川市土木部公園みどり課　　令和6年4月版）

項　　　　　　　　　　目 記載ﾍﾟー ｼﾞ 項　　　　　　　　　　目 記載ﾍﾟー ｼﾞ
１．総　　則 （　共　通　） ５．使用資材 （　選　択　）

☐ (1) 一般 1,2 ☐ (1) 生コンクリート 44
(2) 土木工事共通仕様書の読み替えについて 3 ☐ (2) 区画線 44
(3) 第１回打合せに際して　 4 ☐ (3) 再生骨材（コンクリート廃材） 45
(4) 工事施工前・施工時に際して 4,5 ☐ (4) 種子等 46～48
(5) 工事しゅん功に際して 5 ☐ (5) 生芝 48
(6) 建設業退職金共済について 6 ☐ (6) 塗装 48
(7) 交通誘導警備員について 7
(8) 工事標識 8,9
(9) 建設機械について 10,11
(10) 工事成果品について 12～17
（11） 週休2日工事の実施について 18 ６．各種様式 （　共　通　）

履行報告書 様式-1
２．施工条件 （　共　通　） 施工体制台帳 様式-3-1

(1) 工程関係 19 作業員名簿 様式-3-2
(2) 公害関係 19,20 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請負通知書様式） 様式-4
(3) 安全対策関係 20 施工体系図 様式-5
(4) 工事用道路関係 20 排出ガス対策建設機械を使用できない理由書 様式-6
(5) 建設副産物・廃棄物関係 21～24 使用機械一覧 様式-7

地下埋設物位置及び支障物件打合せ確認書 様式-8
３．施工条件 （　選　択　） 「ほくでん」送電線に関わる協議 様式-9

☐ (1) 本工事を施工するための条件 25 休日作業の承認願い 様式-10
☐ (2) 安全対策 26 工事施工協議簿 様式-11
☐ (3) 工期・工程関係 26 段階確認願い 様式-12
☐ (4) 盛土材・廃棄物関係 27,28 立会願い 様式-13
☐ (5) 段階確認 29 社内検査実施結果報告書 様式-14
☐ (6) 支障物件等について 29 安全訓練等実施報告書 様式-15
☐ (7) 現場環境改善 30 使用資材承認願い 様式-16
☐ (8) 植栽工について 31,32 交通誘導警備員選定通知書 様式-17
☐ (9) すき取り土の再利用について 33 交通誘導警備員配置時間集計表 様式-18
☐ (10) 既設路盤材の再生処理について 34 プラント搬入量確定確認書 様式-20
☐ (11) 家屋の事前・事後調査 35 境界杭等地先立会簿 様式-22
☐ (12) 冬期の施工について 36 「建退共」共済証紙の配布状況調査表「元請用」 様式-23
☐ (13) 公共基準点（街区基準点等）の一時的な撤去・再設置及び移設について 36 「建退共」共済証紙の配布状況調査表「下請用」 様式-24
☐ (14) 指定歩掛の試験施工，実績報告について 37 「建退共」共済証紙の配布状況調査表「再下請用」 様式-25
☐ (15) その他 38 路面ヒーター稼働時間調書 様式-28

４．使用資材 （　共　通　） 取りまとめ結果表 様式-29
(1) アスファルトコンクリート　　　 39～42 休暇届 様式-30
(2) 取付管用支管 43 安全関連資料総括表 様式-32
(3) 客土 43 生産物件（発生材）報告書 様式-33

施工実績報告書 様式-34

特　　　　　　記　　　　　　仕　　　　　　様　　　　　　書
（旭川市土木部公園みどり課　　令和5年4月版）

適用年月日の修
正
項目名の変更
様式名の変更，
様式の追加，様
式の削除，それ
に伴う記載ペー
ジの変更

注　意　事　項

１． 「１，２，４，６」（共通）のうち設計図書に添付していない

項目は，旭川市公園みどり課ホームページ上または契約課で

閲覧して確認すること。

「３，５」（選択）については，本設計書に添付されている

公園みどり課ホームページのアドレスは下記のとおり。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/530/532/p004751.html

２． 本特記仕様書は，令和６年４月１日以降に入札する請負

工事から適用する。

ものを優先する。

注　意　事　項

１． 「１，２，４，６」（共通）のうち設計図書に添付していない

項目は，旭川市公園みどり課ホームページ上または契約課で

閲覧して確認すること。

「３，５」（選択）については，本設計書に添付されている

公園みどり課ホームページのアドレスは下記のとおり。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/530/532/p004751.html

２． 本特記仕様書は，令和５年４月１日以降に入札する請負

工事から適用する。

ものを優先する。

適用年月日の修
正



新 旧 備考
１　総　則　（ 共 通 ）

☐ (1)　一　般

ア 　本特記仕様書は，旭川市土木部公園みどり課が発注する土木・造園工事に適用する。

☐ 本工事は，施工箇所が点在していることから，施工箇所毎に共通仮設費及び現場管理費を算出している。

☐ 本工事は，4月1日以降の施工を想定しているため，現場管理費に係わる補正係数（積雪寒冷地域）は適用しない。

☐ 本工事は，週休2日工事の対象であるためP18を確認すること。

イ

ウ 　この公示用設計図書のうち設計書（工事内訳書）に記載されている数量は，ロス分や割り増し等は含まない。

エ

オ １日未満で完了する作業の積算について
(ｱ) 「１日未満で完了する作業の積算」（以下，「１日未満積算基準」と言う。）は，変更積算のみに適用する。
(ｲ) 請負人は，当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に，「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこと

ができる。
(ｳ) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には，「１日未満積算基準」は適用しない。
(ｴ) 請負人は，協議に当たって，「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報，実際の費用を示す資料等）

を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書，請求書等）により，当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が確認
できない場合には，「１日未満積算基準」は適用しない。

(ｵ) 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には，「１日未満積算基
準」を適用しない。

カ 技能士
(ｱ) 次の作業については，職業能力開発促進法に基づく技能士（１級または２級）をあてること。

　（作業例：造園，石材施工，型枠施工，鉄筋施工，防水施工　等）
(ｲ) 技能士は，工事の施工にあたって自ら作業するとともに他の技術者の作業指導を行うこと。
(ｳ) 作業の一部が軽易な場合は，監督員の許可により省略することができる。

－　1　－

　本工事の施工は，本特記仕様書，北海道土木工事共通仕様書（以下「土木工事共通仕様書」と言う。）及び「公示用設計図書」に基づき実施す
ることとするが，本特記仕様書と土木工事共通仕様書に同様の項目がある場合は，本特記仕様書を優先する。

　この公示用設計図書のうち設計書（工事内訳書）に記載されている数量等は参考資料であって，特記仕様書及び設計図が優先する。内容の如
何にかかわらず，参考資料は契約上何らかの拘束力を有するものではない。

１　総　則　（ 共 通 ）

☐ (1)　一　般

ア 　本特記仕様書は，旭川市土木部公園みどり課が発注する土木・造園工事に適用する。

☐ 本工事は，施工箇所が点在していることから，施工箇所毎に共通仮設費及び現場管理費を算出している。

☐ 本工事は，4月1日以降の施工を想定しているため，現場管理費に係わる補正係数（積雪寒冷地域）は適用しない。

☐ 本工事は，週休2日工事の対象工事であり，｢施工者希望型｣の工事であるためP18を確認すること。

☐ 本工事は，週休2日工事の対象工事であり，｢発注者指定型｣の工事であるためP18を確認すること。

イ

ウ 　この公示用設計図書のうち設計書（工事内訳書）に記載されている数量は，ロス分や割り増し等は含まない。

エ

オ １日未満で完了する作業の積算について
(ｱ) 「１日未満で完了する作業の積算」（以下，「１日未満積算基準」と言う。）は，変更積算のみに適用する。
(ｲ) 請負人は，当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に，「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこと

ができる。
(ｳ) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には，「１日未満積算基準」は適用しない。
(ｴ) 請負人は，協議に当たって，「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報，実際の費用を示す資料等）

を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書，請求書等）により，当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が確認
できない場合には，「１日未満積算基準」は適用しない。

(ｵ) 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には，「１日未満積算基
準」を適用しない。

カ 技能士
(ｱ) 次の作業については，職業能力開発促進法に基づく技能士（１級または２級）をあてること。

　（作業例：造園，石材施工，型枠施工，鉄筋施工，防水施工　等）
(ｲ) 技能士は，工事の施工にあたって自ら作業するとともに他の技術者の作業指導を行うこと。
(ｳ) 作業の一部が軽易な場合は，監督員の許可により省略することができる。

－　1　－

　本工事の施工は，本特記仕様書，北海道土木工事共通仕様書（以下「土木工事共通仕様書」と言う。）及び「公示用設計図書」に基づき実施す
ることとするが，本特記仕様書と土木工事共通仕様書に同様の項目がある場合は，本特記仕様書を優先する。

　この公示用設計図書のうち設計書（工事内訳書）に記載されている数量等は参考資料であって，特記仕様書及び設計図が優先する。内容の如
何にかかわらず，参考資料は契約上何らかの拘束力を有するものではない。

週休 2 日工事の
｢施工者希望型｣
｢発注者指定型｣
の区分を削除

キ デジタル工事写真の小黒板情報電子化について
(ｱ) デジタル工事写真の小黒板情報電子化は，受発注者双方の業務効率化を目的に，被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の

記載情報の電子的記入および，工事写真の信憑性確認を行うことにより，現場撮影の省力化，写真整理の効率化，工事写真の改ざん防止
を図るものである。

(ｲ) 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は，工事契約後，監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電
子化対象工事（以降，「対象工事」と称する）とすることができる。

(ｳ) 対象工事では，以下のａからｄの全てを実施することとする。
ａ 対象機器の導入
　 請負人は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降，「使用機器」と称する）については，写真管理
　 基準「9-3 工事写真の撮影基準」に示す項目の電子的記入ができること，かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することと
　 する。なお，信憑性確認（改ざん検知機能）は，「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」
 　（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。
　 また，請負人は監督員に対し，工事着手前に，本工事での使用機器について提示するものとする。
　 なお，使用機器の事例として，URL「https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応
　 ソフトウェア」を参照されたい。ただし，こ の使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
ｂ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
　 請負人は，同条ａの使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は，被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
 　小黒板情報の電子的記入を行う項目は，写真管理基準「9-3 工事写真の撮影基準」による。 ただし，対象工事において，高温多湿，粉じん等
　 の現場条件の影響により，対象機器の使用が困難な工種については，使用機器の利用を限定するものではない。
ｃ 小黒板情報の電子的記入の取扱い
　 本工事の工事写真の取扱いは，写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準に準ずるが，同条ｂに示す小黒板情報の電子的記入について
　 は，写真管理基準「9-5 写真の編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」 で規定されている写真編集には該当しない。
ｄ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
　 請負人は，同条ｂに示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下，「小黒板情報電子化写真」と称する。）を，工事完成時に監督員へ納
　 品するものとする。なお納品時に，請負人はURL（https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェックツ
　 ール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて，小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い，その結果を併せて
　 監督員へ提出するものとする。なお，提出された信憑性確認の結果を，監督員が確認することがある。

－　2　－

キ デジタル工事写真の小黒板情報電子化について
(ｱ) デジタル工事写真の小黒板情報電子化は，受発注者双方の業務効率化を目的に，被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の

記載情報の電子的記入および，工事写真の信憑性確認を行うことにより，現場撮影の省力化，写真整理の効率化，工事写真の改ざん防止
を図るものである。

(ｲ) 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は，工事契約後，監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電
子化対象工事（以降，「対象工事」と称する）とすることができる。

(ｳ) 対象工事では，以下のａからｄの全てを実施することとする。
ａ 対象機器の導入
　 請負人は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降，「使用機器」と称する）については，写真管理
　 基準「9-3 工事写真の撮影基準」に示す項目の電子的記入ができること，かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することと
　 する。なお，信憑性確認（改ざん検知機能）は，「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」
 　（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。
　 また，請負人は監督員に対し，工事着手前に，本工事での使用機器について提示するものとする。
　 なお，使用機器の事例として，URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応
　 ソフトウェア」を参照されたい。ただし，こ の使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
ｂ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
　 請負人は，同条ａの使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は，被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
 　小黒板情報の電子的記入を行う項目は，写真管理基準「9-3 工事写真の撮影基準」による。 ただし，対象工事において，高温多湿，粉じん等
　 の現場条件の影響により，対象機器の使用が困難な工種については，使用機器の利用を限定するものではない。
ｃ 小黒板情報の電子的記入の取扱い
　 本工事の工事写真の取扱いは，写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準に準ずるが，同条ｂに示す小黒板情報の電子的記入について
　 は，写真管理基準「9-5 写真の編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」 で規定されている写真編集には該当しない。
ｄ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
　 請負人は，同条ｂに示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下，「小黒板情報電子化写真」と称する。）を，工事完成時に監督員へ納
　 品するものとする。なお納品時に，請負人はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェックツ
　 ール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて，小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い，その結果を併せて
　 監督員へ提出するものとする。なお，提出された信憑性確認の結果を，監督員が確認することがある。

－　2　－

URLの修正



新 旧 備考
(2 )　北海道建設部土木工事共通仕様書の読み替えについて

ア　令和5年１0月改訂版　北海道建設部土木工事共通仕様書に記載されている以下の契約書の条名について，旭川市建設工事請負契約約款の
　　条名に読み替える。

ページ
Ⅰ-1-1-7
Ⅰ-1-1-7
Ⅰ-1-1-8
Ⅰ-1-1-10
Ⅰ-1-1-10
Ⅰ-1-1-13
Ⅰ-1-1-14
Ⅰ-1-1-14
Ⅰ-1-1-14
Ⅰ-1-1-14
Ⅰ-1-1-14
Ⅰ-1-1-14
Ⅰ-1-1-14
Ⅰ-1-1-14
Ⅰ-1-1-14
Ⅰ-1-1-15
Ⅰ-1-1-15
Ⅰ-1-1-17
Ⅰ-1-1-17
Ⅰ-1-1-23
Ⅰ-1-1-23
Ⅰ-1-1-23
Ⅰ-1-1-23
Ⅰ-1-1-23
Ⅰ-1-1-24
Ⅰ-1-1-25
Ⅰ-1-1-33
Ⅰ-1-1-41
Ⅰ-1-1-41
Ⅰ-1-1-41
Ⅰ-1-1-41
Ⅰ-1-1-41

イ　土木工事共通仕様書に記載されている次の語句を次のとおり読み替える。

ページ
Ⅰ-1-1-5 北海道建設部 旭川市
Ⅰ-1-1-5 「北海道建設部土木関係請負工事監督要領」 旭川市契約事務取扱規則
Ⅰ-1-1-5 「北海道請負工事検査要領」 旭川市契約事務取扱規則

北海道建設部土木工事共通仕様書 旭川市建設工事請負契約約款

第３０条，第３６条，第３７条 → 第３１条，第３７条，第３８条
第３０条第２項 → 第３１条第２項
第１７条第１項 → 第１８条第１項
第８条第２項 → 第９条第２項
第８条 → 第９条
第１９条 → 第２０条
第１７条第５項，第１９条，第２０条及び第２１条第１項 → 第１８条第５項，第２０条，第２１条及び第２２条第１項
第１７条第５項 → 第１８条第４項
第２３条第２項 → 第２３条第２項
第１９条 → 第２０条
第２３条第２項 → 第２３条第２項
第２０条 → 第２１条
第２３条第２項 → 第２３条第２項
第２１条第１項 → 第２２条第１項
第２３条第２項 → 第２３条第２項
第１４条第１項 → 第１５条第１項
第１４条第９項 → １５条第９項
第８条第２項第３号，第１２条第２項又は第１３条第１項 → 第９条第２項第３号，第１３条第２項又は第１４条第１項
第１６条及び第３０条 → 第１７条及び第３１条
第３０条 → 第３１条
第１６条第１項 → 第１７条第１項
第３６条 → 第３７条
第３７条 → 第３８条
第３６条 → 第３７条
第３２条 → 第３３条
第１０条 → 第１１条
第２７条 → 第２８条
第８条第５項 → 第９条第５項
第２８条 → 第２９条
第２８条第４項 → 第２９条第２項
第２５条 → 第２６条
第７条 → 第８条

→
→
→

－　3　－

(2)　土木工事共通仕様書の読み替えについて

ア　令和4年１0月改訂版　土木工事共通仕様書に記載されている北海道の工事請負契約書の条項を次のとおり読み替える。

第２条 第２条  
第３条 第３条  
第７条 第８条  
第８条 第９条  

第１０条 第１１条
第１２条 第１３条
第１３条 第１４条
第１４条 第１５条
第１６条 第１７条
第１７条 第１８条
第１９条 第２０条
第２０条 第２１条
第２１条 第２２条
第２３条 第２３条
第２５条 第２６条
第２７条 第２８条
第２８条 第２９条
第３０条 第３１条
第３２条 第３３条
第３６条 第３７条
第３７条 第３８条

イ　土木工事共通仕様書に記載されている次の語句を次のとおり読み替える。

北海道建設部 旭川市
「北海道建設部土木関係請負工事監督要領」 旭川市契約事務取扱規則

「北海道請負工事検査要領」 旭川市契約事務取扱規則

土木工事共通仕様書 旭川市建設工事請負契約約款

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→

－　3　－

適用年月日の修
正，北海道建設
部土木工事共通
仕様書の改定に
伴う番号の修正

(3 )第１回打合せに際して

ア

(ｱ) 労働者災害補償保険関係成立証明書 (ｸ) 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請負通知書様式）（様式-4）

(ｲ) 工事工程表 (ｹ) 上記(ｷ)(ｸ)で提出した会社との契約書（写し）

(ｳ) 現場代理人及び主任技術者等指定通知書 (ｺ) 「現場代理人，主任技術者及び監理技術者に係る継続雇用確認要領」に

(ｴ) 上記経歴書 基づく，契約日以前３か月以上の継続雇用を確認できる書類
(ｵ) 下請負人選定通知書 （ただし，随意契約による工事については，継続雇用確認書類の提出は必要ない)

(ｶ) 施工体系図　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式-5）

(ｷ) 施工体制台帳・作業員名簿　　　　　　　　（様式-3-1 様式-3-2）
注１） ただし，上記(ｵ)(ｶ)(ｷ)について，第１回打合せ時に下請負人が未定の場合は，監督員と協議すること。
注２） 上記(ｱ)～(ｵ)は，旭川市契約課のサイトからダウンロードできる。注意事項に記載のURLを参照のこと。

(4)工事施工前・施工時に際して

ア 現場代理人は，施工前及び施工時に監督員と協議のうえ，工事の関係者との施工に係る調整業務及び，工事設計書・現場の確認を

行うこと。なお，調整結果及び確認結果については，各様式にとりまとめ監督員に報告すること。
(ｱ)工事施工協議簿 (様式-11) (ｴ)土場や現場事務所を設置する場合は，土地を借りる前に

(ｲ)支障物件の調査確認 (様式-8) 　　監督員と事前確認を行うこと。

(ｳ)境界石の確認 (様式-20)

イ 施工予定及び実績の報告

工事の履行状況を毎月「履行報告書」で報告すること。

ウ 休日に作業を行う場合

休日（土曜日，日曜日，祝日）に作業を行う場合は，必ず休日２日前までに「休日作業の承認願い」（様式-10）を提出し，承認を得ること。

エ 協議等について
指示，承諾，協議，検査及び確認等については，「工事施工協議簿」（様式-11）で行わなければならない。

オ 段階確認について

「３．施工条件（選択） （5）段階確認」にて指定している事項においては，あらかじめ「段階確認願い」（様式-12）を提出しなけらばならない。

カ 立会について

監督員の立会のもと施工する事項については，あらかじめ「立会願い」（様式-13）を監督員に提出しなければならない。

キ 社内検査について

工事の第１回打合せ時に，次の書類を提出すること。

(健康保険証の写しなど。個人情報保護のため記号・番号・保険者番号

はマスキングすること。)
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施工計画書に社内検査実施計画を記載し，社内検査を実施した時は，その結果を「社内検査実施結果報告書」（様式-14）により報告しなければ
ならない。

(3)第１回打合せに際して

ア

(ｱ) 労働者災害補償保険関係成立証明書 (ｸ) 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請負通知書様式）（様式-4）

(ｲ) 工事工程表 (ｹ) 上記(ｷ)(ｸ)で提出した会社との契約書（写し）

(ｳ) 現場代理人及び主任技術者等指定通知書 (ｺ) 「現場代理人，主任技術者及び監理技術者に係る継続雇用確認要領」に

(ｴ) 上記経歴書 基づく，契約日以前３か月以上の継続雇用を確認できる書類
(ｵ) 下請負人選定通知書 （ただし，随意契約による工事については，継続雇用確認書類の

(ｶ) 施工体系図　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式-5） 　提出は必要ない）

(ｷ) 施工体制台帳・作業員名簿　　　　　　　　（様式-3-1 様式-3-2）
注１） ただし，上記(ｵ)(ｶ)(ｷ)について，第１回打合せ時に下請負人が未定の場合は，監督員と協議すること。
注２） 上記(ｱ)～(ｵ)は，旭川市契約課のサイトからダウンロードできる。注意事項に記載のURLを参照のこと。

(4)工事施工前・施工時に際して

ア 現場代理人は，施工前及び施工時に監督員と協議のうえ，工事の関係者との施工に係る調整業務及び，工事設計書・現場の確認を

行うこと。なお，調整結果及び確認結果については，各様式にとりまとめ監督員に報告すること。
(ｱ)工事施工協議簿 (様式-11) (ｴ)土場や現場事務所を設置する場合は，土地を借りる前に

(ｲ)支障物件の調査確認 (様式-8) 　　監督員と事前確認を行うこと。

(ｳ)境界石の確認 (様式-22)

イ 施工予定及び実績の報告

工事の履行状況を毎月「履行報告書」で報告すること。

ウ 休日に作業を行う場合

休日（土曜日，日曜日，祝日）に作業を行う場合は，必ず休日２日前までに「休日作業の承認願い」（様式-10）を提出し，承認を得ること。

エ 協議等について
指示，承諾，協議，検査及び確認等については，「工事施工協議簿」（様式-11）で行わなければならない。

オ 段階確認について

「３．施工条件（選択） （5）段階確認」にて指定している事項においては，あらかじめ「段階確認願い」（様式-12）を提出しなけらばならない。

カ 立会について

監督員の立会のもと施工する事項については，あらかじめ「立会願い」（様式-13）を監督員に提出しなければならない。

キ 社内検査について

工事の第１回打合せ時に，次の書類を提出すること。

－　4　－

施工計画書に社内検査実施計画を記載し，社内検査を実施した時は，その結果を「社内検査実施結果報告書」（様式-14）により報告しなければ
ならない。

文章の修正
様式番号の修正



新 旧 備考
ク 安全訓練等について

施工計画書の安全管理に，現場の安全対策（安全訓練含む）等についての実施計画を明記し，その実施内容を提出しなければならない。

また，実施状況記録資料を整備・保管し，工事監督員の請求があった場合は直ちに提示し，安全関連資料総括表にて報告すること。

ケ 使用資材承認について

コ 境界杭の地先立会について
(ｱ)

(ｲ) 工事の施工前，施工後に日付入りの写真を撮影し，境界の状況が確認できるようにして立会簿に添付すること。

サ 長期休暇について

(5)工事しゅん功に際して

ア 工事しゅん功時の提出物について
(ｱ) 工事成果品 (ｲ) 工事完成図

(ｳ) 工事完成写真帳

イ 工事成果品について

「(10)工事成果品について」に沿って作成し提出すること。

ウ 工事完成図について

(ｱ) 工事完成図は，次のとおり作成すること。

作成区域 　全施工範囲

記載内容 　平面図，縦断図，定規図，各種詳細図を総括して作成

(ｲ) A3版，及び図面データを提出すること。　　　                             

エ 工事完成写真帳について
(ｱ)

(ｲ) 工事完成写真帳は，１部提出すること。
(ｳ） 写真の撮り方は，｢公園工事成果品作成マニュアル｣で確認すること。

－　5　－

本工事で使用する資材については，その資材を使用する前に，その品質等を確認できる資料を添えて「使用資材承認願い」（様式-16）により監
督員の承認を得なければならない。

監督員との協議により敷地境界の確認が必要となった場合は，境界杭の有無にかかわらず確認し，「境界杭等地先立会簿」（様式-20）に
より報告すること。また，地先確認者には，自筆の署名をもらうこと。

ゴールデンウィーク，夏期休暇，年末年始休暇等により，長期間工事を休止する場合は，監督員と協議の上，休暇中の現場の安全管理方法を定
め，「休暇届」（様式-24）により届け出ること。なお，工時着手などで現場作業を始めていない場合は，この限りではない。

工事完成写真帳は，位置図と工事標識（建設業の許可票等が確認できるもの），着工前・完了時の写真のほか，主たる工種の写真（１０枚
程度）により作成すること。

ク 安全訓練等について

施工計画書の安全管理に，現場の安全対策（安全訓練含む）等についての実施計画を明記し，その実施内容を提出しなければならない。

また，実施状況記録資料を整備・保管し，工事監督員の請求があった場合は直ちに提示し，安全関連資料総括表にて報告すること。

ケ 使用資材承認について

コ 境界杭の地先立会について
(ｱ)

(ｲ) 工事の施工前，施工後に日付入りの写真を撮影し，境界の状況が確認できるようにして立会簿に添付すること。

サ 長期休暇について

(5)工事しゅん功に際して

ア 工事しゅん功時の提出物について
(ｱ) 工事成果品 (ｲ) 工事完成図

(ｳ) 工事完成写真帳

イ 工事成果品について

「(10)工事成果品について」に沿って作成し提出すること。

ウ 工事完成図について

(ｱ) 工事完成図は，次のとおり作成すること。

作成区域 　全施工範囲

記載内容 　平面図，縦断図，定規図，各種詳細図を総括して作成

(ｲ) Ｂ４縮小版（ポリエステルフィルム３００＃），及び図面データを提出すること。　　　                             

エ 工事完成写真帳について
(ｱ)

(ｲ) 工事完成写真帳は，１部提出すること。
(ｳ） 写真の撮り方は，｢公園工事成果品作成マニュアル｣で確認すること。

－　5　－

本工事で使用する資材については，その資材を使用する前に，その品質等を確認できる資料を添えて「使用資材承認願い」（様式-16）により監
督員の承認を得なければならない。

監督員との協議により敷地境界の確認が必要となった場合は，境界杭の有無にかかわらず確認し，「境界杭等地先立会簿」（様式-22）に
より報告すること。また，地先確認者には，自筆の署名をもらうこと。

ゴールデンウィーク，夏期休暇，年末年始休暇等により，長期間工事を休止する場合は，監督員と協議の上，休暇中の現場の安全管理方法を定
め，「休暇届」（様式-30）により届け出ること。なお，工時着手などで現場作業を始めていない場合は，この限りではない。

工事完成写真帳は，位置図と工事標識（建設業の許可票等が確認できるもの），着工前・完了時の写真のほか，主たる工種の写真（１０枚
程度）により作成すること。

文章の修正
様式番号の修正

(6 )　建設業退職金共済について

ア

(ｱ) 建設業退職金共済契約書（下請け及び再下請も含む）
中小企業退職金共済組合加入の場合は，その証明書

(ｲ) 掛金収納書

イ 工事しゅん功時に，次の書類を工事成果品として提出すること。
「建退共」共済証紙の配布状況調査表　 （様式-21）

ウ 施工体制台帳等は，現場事務所に常備しておくこと。
なお，施工体制台帳の備付けの確認は，工事着手後に監督員が行う。

エ 「建退共」加入のシール（黄色）を工事標識に掲示すること。（（8)工事標識　参照）

－　6　－

施工計画書の提出時に，次の書類の写しを提出すること。また，下請け及び再下請けが追加，変更された場合は，その都度，速やかに写しを提
出すること。なお，原本については契約課に提出すること。

(6)　建設業退職金共済について

ア

(ｱ) 建設業退職金共済契約書（下請け及び再下請も含む）
中小企業退職金共済組合加入の場合は，その証明書

(ｲ) 掛金収納書

イ 工事しゅん功時に，次の書類を工事成果品として提出すること。
(ｱ) 「建退共」共済証紙配布状況調査表（元請用）　 （様式-23）
(ｲ) 「建退共」共済証紙配布状況調査表（下請用）　 （様式-24）
(ｳ) 「建退共」共済証紙配布状況調査表（再下請用）（様式-25）

ウ 施工体制台帳等は，現場事務所に常備しておくこと。
なお，施工体制台帳の備付けの確認は，工事着手後に監督員が行う。

エ 「建退共」加入のシール（黄色）を工事標識に掲示すること。（（8)工事標識　参照）

－　6　－

施工計画書の提出時に，次の書類の写しを提出すること。また，下請け及び再下請けが追加，変更された場合は，その都度，速やかに写しを提
出すること。なお，原本については契約課に提出すること。

文章の修正



新 旧 備考
(7)　交通誘導警備員について

交通誘導警備員の配置を要する工事については、次の項目を遵守すること。
ア 着手時に，次の書類を提出すること。　(ｲ)(ｳ)(ｴ)(ｵ)(ｶ)は写しでよい。 イ しゅん功までに，次の書類を提出すること。　(ｲ)は監督員から請求が

(ｱ) 交通誘導警備員選定通知書 （様式-17） あった場合に提出すること。
(ｲ) 公安委員会発行の警備業認定証 (ｱ) 交通誘導警備員配置時間集計表 （様式-18）
(ｳ) 元請業者との契約書 (ｲ) 警備日報(写し)
(ｴ) 配置予定者の名簿
(ｵ) 配置予定者の合格証明書，資格者証等
(ｶ) 配置予定者の「労働保険　概算・確定保険料」申告書

ウ 書類について
(ｱ) ア－(ｳ)については施工計画書に添付し，イ－(ｱ)については工事成果品として添付すること。
(ｲ) 交通誘導警備員の誘導状況が確認できるよう，誘導警備員の配置状況と一般車両及び工事車両，作業員が写った全景写真を撮影すること。

エ 設計積算に当たって
(ｱ) 交通誘導警備員の員数は交通誘導警備員を要すると想定される主な工種の標準作業日数を用いている。

オ 請負者の義務
(ｱ) 請負人は，所管警察署に提出する道路占用許可書申請図（安全施設配置図）に交通誘導警備員の配置箇所を記入すること。
(ｲ) 請負人は，当該現場に配置される誘導警備員の所属する警備会社が安全教育を実施，受講していることの証明書類の写しを提出すること。
(ｳ) 現場代理人は，交通誘導警備員を朝礼に出席させて点呼を取り，誘導警備員の健康状態や交通誘導状態を常時把握し，異常のあるときは速や

かに警備会社に連絡，交替を要請すると共に交代要員が現場に到着するまでの間，交通誘導を要する作業を控えること。

カ 交通誘導警備員の有資格者資格要件，配置について
(ｱ) 交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であること。
(ｲ) 一現場に交通誘導警備員を２名以上配置する場合，あるいは市街地及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする公園等に

係る工事現場で作業する場合は，１名以上の下表①の交通誘導警備員を配置すること。
(ｳ) (ｲ)を満たす中で，下表①の交通誘導警備員配置が困難な場合は，下表②～③に示す資格要件を満足する者を配置すること。

確認資料

交通誘導警備に関して，公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な 交通誘導警備検定合格証

知識・技能を有すると認めた者。 （写し）

警備員指導教育責任者 警備業法における警備員指導教育責任者資格者書証等の交付を受けている者。 警備員指導教育責任者資

格者証写し

交通誘導警備業務に従事している者 警備業法における基本教育及び業務別教育を終了し，現に交通誘導警備業務に 警備員名簿及び警備員手

従事している者。 帳（身分証明書の写し）
ただし，交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験数）が1年未満で 交通誘導に関する警備業
ある者は，法定教育を除く，警備員指導教育責任者が行う旭川市発注工事での 務に従事した期間（実務経
実地教育を受けた者であること。 験数）が１年未満である者

は，警備員教育の実施に関
する記録

資　　　格 資　格　要　件

－　7　－

交通誘導警備業務に係る1級又は2級
検定合格警備員

①

②

③

(7)　交通誘導警備員について

交通誘導警備員の配置を要する工事については、次の項目を遵守すること。
ア 着手時に，次の書類を提出すること。　(ｲ)(ｳ)(ｴ)(ｵ)(ｶ)は写しでよい。 イ しゅん功時に，次の書類を提出すること。　(ｲ)は監督員から請求が

(ｱ) 交通誘導警備員選定通知書 （様式-17） あった場合に提出すること。
(ｲ) 公安委員会発行の警備業認定証 (ｱ) 交通誘導警備員配置時間集計表 （様式-18）
(ｳ) 元請業者との契約書 (ｲ) 警備日報(写し)
(ｴ) 配置予定者の名簿
(ｵ) 配置予定者の合格証明書，資格者証等
(ｶ) 配置予定者の「労働保険　概算・確定保険料」申告書

ウ 書類について
(ｱ) ア－(ｳ)については施工計画書に添付し，イ－(ｱ)については工事成果品として添付すること。
(ｲ) 交通誘導警備員の誘導状況が確認できるよう，誘導警備員の配置状況と一般車両及び工事車両，作業員が写った全景写真を撮影すること。

エ 設計積算に当たって
(ｱ) 交通誘導警備員の員数は交通誘導警備員を要すると想定される主な工種の標準作業日数を用いている。

オ 請負者の義務
(ｱ) 請負人は，所管警察署に提出する道路占用許可書申請図（安全施設配置図）に交通誘導警備員の配置箇所を記入すること。
(ｲ) 請負人は，当該現場に配置される誘導警備員の所属する警備会社が安全教育を実施，受講していることの証明書類の写しを提出すること。
(ｳ) 現場代理人は，交通誘導警備員を朝礼に出席させて点呼を取り，誘導警備員の健康状態や交通誘導状態を常時把握し，異常のあるときは速や

かに警備会社に連絡，交替を要請すると共に交代要員が現場に到着するまでの間，交通誘導を要する作業を控えること。

カ 交通誘導警備員の有資格者資格要件，配置について
(ｱ) 交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であること。
(ｲ) 一現場に交通誘導警備員を２名以上配置する場合，あるいは市街地及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする公園等に

係る工事現場で作業する場合は，１名以上の下表①の交通誘導警備員を配置すること。
(ｳ) (ｲ)を満たす中で，下表①の交通誘導警備員配置が困難な場合は，下表②～③に示す資格要件を満足する者を配置すること。

確認資料

交通誘導警備に関して，公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な 交通誘導警備検定合格証

知識・技能を有すると認めた者。 （写し）

警備員指導教育責任者 警備業法における警備員指導教育責任者資格者書証等の交付を受けている者。 警備員指導教育責任者資

格者証写し

交通誘導警備業務に従事している者 警備業法における基本教育及び業務別教育を終了し，現に交通誘導警備業務に 警備員名簿及び警備員手

従事している者。 帳（身分証明書の写し）
ただし，交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験数）が1年未満で 交通誘導に関する警備業
ある者は，法定教育を除く，警備員指導教育責任者が行う旭川市発注工事での 務に従事した期間（実務経
実地教育を受けた者であること。 験数）が１年未満である者

は，警備員教育の実施に関
する記録

資　　　格 資　格　要　件

－　7　－

交通誘導警備業務に係る1級又は2級
検定合格警備員

①

②

③

文章の修正

(8)　工事標識

ア 工事標識は下記を標準とし，これによりがたい場合は監督員と協議すること。

工事標識① 　　 工事標識②
110cm

   2cm               2cm

   1cm 　青地，白抜き文字               1cm 　　　　　赤色文字

赤色

青色文字

　　　　　黒色文字

　 太さ１cm

・ 工事標識①の「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、工事名については青地に白抜き ・ 工事標識①の「○○をつくっています」は，主な工種に合わせて作成すること。

の文字とし、「○○をつくっています」等の工事内容、工事期間については青色文字、 (例)「公園をつくっています」「木をうえています」

その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。 ・ 工事標識②の◯◯工事には，「公園」「舗装」「植栽」「標識」等を

・ 工事標識②の「お願い」の文字は赤色とし、その他の文字及び線は青色、地を白色とする。 記入する。

・ 工事標識の工事期限については、契約上の期間を記入する。 ・ 工事標識の発注者電話番号は，直通電話番号を記入すること。

・ 工事標識の時間帯については、原則８：００～１８：００の範囲内で定めることとするが、 　　公園みどり課　25-9705

これによりがたい場合は監督員と協議して定める。 ・ 工事標識の設置期間は現地測量の開始日から現地作業の終了日までとする。

110cm

　　　　　青色文字

－　8　－

　　　　　青色文字

　　　　　契約書の工事名

　　　　　青地，白抜き文字

ご 迷 惑 を お か け し ま す

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で
時間帯○:○○～○○:○○

○○公園園路広場整備工事

発注者　   旭　川　市　長

 (担当課)　  土木部公園みどり課
　　　　        電話　２ ５ － ９ ７ ０ ５

施工者　　○○××株式会社
　　　　　 　                     電話　○○-○○○○

お 願 い

○ ○ 工 事 の た め 御 迷 惑

を お 掛 け し ま す が 、 よ

ろ し く 御 協 力 願 い ま す 。

な お 、 お 気 付 き の 点 は

係 員 に お 申 し 出 下 さ い 。

旭川市役所

　土木部公園みどり課

　　　　　　　（電話） ２ ５ － ９ ７ ０ ５

○○××株式会社

　　　　　　　（電話）○○-○○○○
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(8)　工事標識

ア 工事標識は次のとおりとする。

工事標識① 　　 工事標識②
110cm

   2cm               2cm

   1cm 　青地，白抜き文字               1cm 　　　　　赤色文字

赤色

青色文字

　　　　　黒色文字

　 太さ１cm

・ 材料は、針葉樹の２等材又はこれと同等以上のものを十分乾燥したもので、気温 ・ 工事標識①の「○○をつくっています」は，主な工種に合わせて作成すること。

湿度の変化に耐えることができるものとし、その厚さは２．５ｃｍとする。 (例)「公園をつくっています」「木をうえています」

・ 塗装は、良質のペンキを２回塗ること。 ・ 工事標識②の◯◯工事には，「公園」「舗装」「植栽」「標識」等を

・ 工事標識①の「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、工事名については青地に白抜き 記入する。

の文字とし、「○○をつくっています」等の工事内容、工事期間については青色文字、 ・ 工事標識の発注者電話番号は，直通電話番号を記入すること。

その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。 　　公園みどり課　25-9705

・ 工事標識②の「お願い」の文字は赤色とし、その他の文字及び線は青色、地を白色とする。 ・ 工事標識の設置期間は現地測量の開始日から現地作業の終了日までとする。

・ 工事標識の工事期限については、契約上の期間を記入する。

・ 工事標識の時間帯については、原則８：００～１８：００の範囲内で定めることとするが、

これによりがたい場合は監督員と協議して定める。

110cm

　　　　　青色文字

－　8　－

　　　　　青色文字

　　　　　契約書の工事名

　　　　　青地，白抜き文字

ご 迷 惑 を お か け し ま す

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で

時間帯○:○○～○○:○○

○○公園園路広場整備工事

発注者　   旭　川　市　長

 (担当課)　  土木部公園みどり課

　　　　        電話　２ ５ － ９ ７ ０ ５

施工者　　○○××株式会社
　　　　　 　                     電話　○○-○○○○

「建設業許可票」・「建退共」関係掲示板

（次頁イのとおり）

お 願 い

○ ○ 工 事 の た め 御 迷 惑

を お 掛 け し ま す が 、 よ

ろ し く 御 協 力 願 い ま す 。

な お 、 お 気 付 き の 点 は

係 員 に お 申 し 出 下 さ い 。

旭川市役所

　土木部公園みどり課

　　　　　　　（電話） ２ ５ － ９ ７ ０ ５

○○××株式会社

　　　　　　　（電話）○○-○○○○

「施工体系図」掲示板
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不要な文章の削
除，変更
掲示板標準図の
削除



新 旧 備考
イ 工事現場に掲げる標識類について

(ｱ) 建設業の許可票
・工事標識など，工事現場の公衆の見やすい場所に掲示すること。
・発注者から直接請け負ったものに限り提示する。
・寸法は縦25cm以上×横35cm以上とする。

(ｲ) 労災保険関係成立票
・工事現場の見やすい場所に掲示すること。
・｢事業主代理人の氏名｣欄については，代理人の届け出が無い場合は空欄とすること。
・寸法は縦25cm以上×横35cm以上とする。

(ｳ) 施工体系図
・工事標識など，工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

(ｴ) 再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示
・工事現場の見やすい場所に掲示すること。
・下請契約のある工事について掲示する。

(記載例)
下請負人となった皆様へ。
この建設工事で請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは
再下請負通知を行わなければなりません。
○○(※書類を提出すべき場所)まで再下請負通知書を提出してください。

○○株式会社(※作成業者の商号または名称)

(ｵ) 建設業退職金共済制度 適用事業主 工事現場標識(シール)
・見やすい場所に掲示すること。

(ｶ) 再生資源利用計画書，再生資源利用促進計画書
・工事標識など，工事現場の公衆の見やすい場所に掲示すること。
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イ 「建設業の許可票」，「建退共」表示板の掲示方法

A　　「建設業の許可票」
Ｂ　　「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識（建退共が無料配布する黄色のシール）
Ｃ　　「建設業退職金共済制度に加入されている皆様 へ。」標識（市指定）

●  現場事務所がある場合 ●  現場事務所がない場合

Bは，工事標識板の下に掲示する｡ B，C　共に工事標識板の下に掲示する｡
Cは，工事事務所の出入り口付近等の見やすい位置に掲示する。

表示看板Cの内容　(規格Ｂ４版　　257×364） 表示看板Cの内容　(規格Ｂ４版　　257×364）

建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 に 建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 に
加  入  さ  れ  て  い  る  皆  様  へ　。 加  入  さ  れ  て  い  る  皆  様  へ　。
当事務所で建設業退職金共済制度の 建設業退職金共済制度の証紙を
証紙を交付いたしますのでお申し出ください。 交付いたしますのでお申し出ください。

　A 建設業の許可票 　A 建設業の許可票
（縦40㎝×横40㎝以上） B （縦40㎝×横40㎝以上）　B C

※「建設業の許可票」は発注者から直接請負ったものに限り掲示する。

110cm 110cm

工事標識① 工事標識①
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工事現場に掲げ
る標識類につい
て整理

(9)　建設機械について

ア 不法無線局の機器の排除
　本工事に関連する使用車両及び資材搬入車両等については，不法無線局の機器を搭載した車両を絶対使用しないこと。
　請負人は，電波法令を遵守し，大型トラックやダンプカー等に無線を搭載している運転者の無線免許証等を確認し，不法無線局使用
車両の立ち入りを排除するように努めること。不法無線局を搭載した車両及び，業務中に違法無線局を使用した車両については
無線機を取り外すか，その車両を使用しないこと。

イ 低騒音型，低振動型建設機械
　本工事に使用する建設機械のうち下記に該当するものは，「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定されている機械を
極力使用し，工事現場周辺への騒音，振動の影響を防止すること。

ブルドーザ コンクリートカッター
バックホウ 空気圧縮機
ドラグライン 発動発電機
クラムシェル バイブロハンマ
トラクターショベル バックホウ
クローラクレーン
トラッククレーン
ホイールクレーン
バイブロハンマ
油圧式杭抜機
油圧式鋼管圧入・引抜機
油圧式杭圧入引抜機
アースオーガー
オールケーシング掘削機
アースドリル
さく岩機（コンクリートブレーカ）
ロードローラ
タイヤローラ
振動ローラ
コンクリートポンプ（車）
コンクリート圧砕機
アスファルトフィニッシャ

低騒音型建設機械 低振動型建設機械
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(9)　建設機械について

ア 不法無線局の機器の排除
　本工事に関連する使用車両及び資材搬入車両等については，不法無線局の機器を搭載した車両を絶対使用しないこと。
　請負人は，電波法令を遵守し，大型トラックやダンプカー等に無線を搭載している運転者の無線免許証等を確認し，不法無線局使用
車両の立ち入りを排除するように努めること。

イ 低騒音型，低振動型建設機械
　本工事に使用する建設機械のうち下記に該当するものは，「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定されている機械を
極力使用し，工事現場周辺への騒音，振動の影響を防止すること。

ブルドーザ コンクリートカッター
バックホウ 空気圧縮機
ドラグライン 発動発電機
クラムシェル バイブロハンマ
トラクターショベル バックホウ
クローラクレーン
トラッククレーン
ホイールクレーン
バイブロハンマ
油圧式杭抜機
油圧式鋼管圧入・引抜機
油圧式杭圧入引抜機
アースオーガー
オールケーシング掘削機
アースドリル
さく岩機（コンクリートブレーカ）
ロードローラ
タイヤローラ
振動ローラ
コンクリートポンプ（車）
コンクリート圧砕機
アスファルトフィニッシャ

低騒音型建設機械 低振動型建設機械
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不法無線局およ
び違法無線局の
取り締まりの強
化
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(10)　工事成果品について

　工事成果品については，土木工事共通仕様書，本特記仕様書及び設計図書並びに公園工事成果品作成マニュアルに基づき作成すること。
　なお公園工事成果品作成マニュアルは旭川市ホームページに掲載されている。

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/530/532/p004751.html

　本工事は，電子納品対象工事であり，次の項目に従って成果品を提出すること。

ア 工事毎に，簿冊１冊（別紙１のとおり）を提出する。
・成果品簿冊は紙ファイル（A4-S）を使用する。

イ ファイル説明書（別紙３のとおり）を添付する。(様式－2)
・請負人は，成果品リストに成果品の有無を記入してデータ化し，原本は簿冊に添付する。
・成果品リストにないものは監督員と協議し，２５番以降に追加する。

ウ 決裁欄等が記載されている書類を添付する。
・監督員（総括監督員，主任監督員，監督員）の決裁が必要な書類は次のものとし，決裁を受けた原本のうちで決裁欄が記載されている
　ページのみを添付する。
（決裁を必要とする書類）
　　　　　　　　施工計画書　　　　　　　　　　　　　　休日作業承認願い　　　　　　　　工事施工協議簿
　　　　　　　　段階確認願い　　　　　　　　　　　　 立会願い
　　　　　　　　社内検査実施結果報告書　　　　　使用資材承認願い                でき形測定総括表
　　　　　　　　品質管理総括表

・境界杭地先立会簿がある場合は，原本のすべての書類を添付する。

エ 電子媒体（CD-RまたはDVD-R以下，メディア)　（別紙２・４・５・６のとおり）は，　正１部，副１部の計２部を添付する。
・PDFデータについては，監督員と協議し，発注者側が確認できる程度にファイルを分割すること。
　また，しおり等の機能を活用すること。

・メディアに格納するデータは，必ずしも監督員または請負人の決裁をしたものでなくて良い。

・成果品の提出の際には，ウィルス対策を実施すること。

・メディアの前面には，工事名，作成年月日，発注者，請負人，ウィルス対策ソフト，ウィルス定義，チェック年月日，フォーマット形式を記載する。

・データ容量が大きく，メディアが数枚にまたがる場合は，工事成果品データと図面データに分ける。

・メディアはソフトケースに収納し提出すること。

オ 監督員との協議により，確認用に電子データを出力したものを用意する。
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イ ファイル説明書（別紙３のとおり）を添付する。
・請負人は，成果品リストに成果品の有無を記入してデータ化し，原本は簿冊に添付する。
・成果品リストにないものは監督員と協議し，２５番以降に追加する。

ウ 決裁欄等が記載されている書類を添付する。
・監督員（総括監督員，主任監督員，監督員）の決裁が必要な書類は次のものとし，決裁を受けた原本のうちで決裁欄が記載されている
　ページのみを添付する。
（決裁を必要とする書類）
　　　　　　　　施工計画書　　　　　　　　　　　　　　休日作業承認願い　　　　　　　　工事施工協議簿
　　　　　　　　段階確認願い　　　　　　　　　　　　 立会願い
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・境界杭地先立会簿がある場合は，原本のすべての書類を添付する。

エ 電子媒体（CD-RまたはDVD-R以下，メディア)　（別紙２・４・５・６のとおり）は，　正１部，副１部の計２部を添付する。
・PDFデータについては，１ファイル当たり１０メガバイト未満，１００枚以下とし，それを越える場合は，ファイルを分割する。
　また，しおり等の機能を活用し，１０枚以下程度で区分けする。

・メディアに格納するデータは，必ずしも監督員または請負人の決裁をしたものでなくて良い。

・成果品の提出の際には，ウィルス対策を実施すること。

・メディアの前面には，工事名，作成年月日，発注者，請負人，ウィルス対策ソフト，ウィルス定義，チェック年月日，フォーマット形式を記載する。
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・メディアはソフトケースに収納し提出すること。

オ 監督員との協議により，確認用に電子データを出力したものを用意する。
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文章の修正
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図面データ一覧表１　（別紙６）

01設計図面

種　　　別
ファイル　　　　　　　　

形式
出力時の
用紙ｻｲｽﾞ

縮　尺 適用(しゅん功時の提出条件）

発注者のデータをそのまま

発注者のデータをそのまま

P21と 発注者のデータをそのまま

PDF

発注者のデータをそのまま

発注者のデータをそのまま

※１． 設計変更があり図面に変更があった場合は，「6設計変更図」として追記すること。

02出来形図面

種　　　別
ファイル　　　　　　　　

形式
出力時の
用紙ｻｲｽﾞ

縮　尺 適用(しゅん功時の提出条件）

設計図面から請負者で作成

※1・2の作業を行うこと。

設計図面から請負者で作成

※2の作業を行うと

P21と 設計図面から請負者で作成

PDF ※2の作業を行うと

発注者のデータをそのまま

設計図面から請負者で作成

※1・2の作業を行うこと。

　※1　工事により撤去したもの（縁石，排水，標識，区画線等）を消去する。

　※2　計画平面，縦断，横断，その他詳細図については，設計値に対して上記に赤字で実測値を記入する。

　※3　計画平面，縦断，横断，土工定規，その他詳細図については，検定時に書面を用意しておく。

03工事完成図

種　　　別
ファイル　　　　　　　　

形式
出力時の
用紙ｻｲｽﾞ

縮　尺 適用(しゅん功時の提出条件）

P21 と

PDF 

※1 P21への変換が困難な場合は，監督員と別途協議すること。

※2 公園みどり課のホームページに掲載している「公園工事成果品作成マニュアル」により作成すること。
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1 計 画 平 面 図 図示

2 縦 断 図 図示

3 横 断 図
発注データに

合わせる
図示

4 土 工 定 規 図 図示

5 そ の 他 詳 細 図 図示

1 計 画 平 面 図 図示

2 縦 断 図 図示

3 横 断 図
発注データに

合わせる
図示

4 土 工 定 規 図 図示

5 そ の 他 詳 細 図 図示

1 工事完成図
発注データ
に合わせる

図　示 A3版原図を1部提出する。

図面データ一覧表１　（別紙６）

01設計図面

種　　　別
ファイル　　　　　　　　

形式
出力時の
用紙ｻｲｽﾞ

縮　尺 適用(しゅん功時の提出条件）

発注者のデータをそのまま

発注者のデータをそのまま

P21と 発注者のデータをそのまま

PDF

発注者のデータをそのまま

発注者のデータをそのまま

※１． 設計変更があり図面に変更があった場合は，「6設計変更図」として追記すること。

02出来形図面

種　　　別
ファイル　　　　　　　　

形式
出力時の
用紙ｻｲｽﾞ

縮　尺 適用(しゅん功時の提出条件）

設計図面から請負者で作成

※1・2の作業を行うこと。

設計図面から請負者で作成

※2の作業を行うと

P21と 設計図面から請負者で作成

PDF ※2の作業を行うと

発注者のデータをそのまま

設計図面から請負者で作成

※1・2の作業を行うこと。

　※1　工事により撤去したもの（縁石，排水，標識，区画線等）を消去する。

　※2　計画平面，縦断，横断，その他詳細図については，設計値に対して上記に赤字で実測値を記入する。

　※3　計画平面，縦断，横断，土工定規，その他詳細図については，検定時に書面を用意しておく。

03工事完成図

種　　　別
ファイル　　　　　　　　

形式
出力時の
用紙ｻｲｽﾞ

縮　尺 適用(しゅん功時の提出条件）

P21 と

PDF 

※１． 別冊として，「工事完成図（B4縮小版ポリエステルフィルム３００＃）」を提出すること。

※2　 P21への変換が困難な場合は，監督員と別途協議すること。

※3 公園みどり課のホームページに掲載している「公園工事成果品作成マニュアル」により作成すること。
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1 計 画 平 面 図 図示

2 縦 断 図 図示

3 横 断 図
発注データに

合わせる
図示

4 土 工 定 規 図 図示

5 そ の 他 詳 細 図 図示

1 計 画 平 面 図 図示

2 縦 断 図 図示

3 横 断 図
発注データに

合わせる
図示

4 土 工 定 規 図 図示

5 そ の 他 詳 細 図 図示

1 工事完成図 B4版 図　示 縮小版(B4)原図を1部提出する。

工事完成図の用
紙サイズ変更
文章の削除



新 旧 備考
(11)　週休２日工事の実施について

ア 週休２日とは，対象期間において，土日・祝日に関わらず，４週８休以上の現場閉所を行うことをいう。
対象期間は，工事着手日から工事完成日までの期間をいう。
なお，年末年始６日間及び夏期休暇３日間，工場製作のみを実施している期間，工事全体を一時中止している期間は対象期間に含まないものとし，
この期間に請負人の責によらず現場作業を余儀なくされる場合は，その日数分を他の期間で対象期間に含まない（代休を設定する）ものとする。

イ 現場閉所とは，巡回パトロールや保守点権等，現場管理上必要な作業を行う場合を除き，現場が閉所された状態をいう。
なお，降雨，降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

ウ 週休２日を実施している状態とは，対象期間内の現場閉所日数の割合（以下，「現場閉所率」という。）が２８．５％（８日／２８日）に達している状態
をいう。

エ 週休２日の確保の取組は，将来の担い手確保，入職しやすい環境づくりを目指すものであることから，週休２日による施工を実施する請負人は，
その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

オ 週休２日の実施の確認方法は，次によるものとする。
(ｱ) 請負人は，週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し，施工協議簿・休日等取得実績調書とともに発注者へ提出する。
(ｲ) 請負人は，実施結果を関係書類（日報，出勤簿，作業日誌，安全日誌等）を添付した施工協議簿・休日等取得実績調書により発注者へ報告する。

カ 週休２日の実施状況について，発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には，請負人は協力するものとする。

キ 週休２日による施工を指定した工事は，現場の閉所状況に応じた補正係数を，労務費，機械経費（賃料），共通仮設費率，
現場管理費率に乗じる設計変更を行う。
なお，労務費の補正については，労務費分が明らかとなっていない市場単価等については，補正の対象としない。

(ｱ) 現場の閉所状況
・ ４週８休以上　　　　　　　　　　現場閉所率が２８．５％（８日/２８日）の場合
・ ４週７休以上４週８休未満　　現場閉所率が２５．０％（７日/２８日）以上２８．５％未満の場合
・ ４週６休以上４週７休未満　　現場閉所率が２１．４％（６日/２８日）以上２５．０％未満の場合

(ｲ) 補正方法
・ 当初の設計金額において週休２日で経費補正を行うものとし，４周８休以上の現場閉所が達成できなかった

場合には，閉所状況に応じて労務費等を補正し，請負代金額を減額する。

ク 請負人は，「週休２日工事」について，請負人を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

－　18　－

(11)　週休２日工事の実施について

ア 発注者指定型の場合は，請負人は週休2日による施工を行うものとし，施工者希望型の場合は，請負人は週休２日による施工を希望する場合
『週休2日工事試行要領』（下記アドレス）に添って行うこととし，契約後，発注者へ協議を行い，協議が整った場合に週休２日による施工を行うことができる。
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/440/443/444/p000561.html
ただし，要領1ページ目の「工事完成日とは，後片付け作業（出来形測量や現場事務所，保安施設等の撤去等）が全て終了した日をいう。」を「工事
完成日とは後片付けを含む全ての作業が完了し，保安施設のみが設置されている状態となった日をいう。」に読み替える。

イ 週休２日とは，対象期間において，土日・祝日に関わらず，４週８休以上の現場閉所を行うことをいう。
対象期間は，工事着手日から工事完成日までの期間をいう。
なお，年末年始６日間及び夏期休暇３日間，工場製作のみを実施している期間，工事全体を一時中止している期間は対象期間に含まないものとし，
この期間に請負人の責によらず現場作業を余儀なくされる場合は，その日数分を他の期間で対象期間に含まない（代休を設定する）ものとする。

ウ 現場閉所とは，巡回パトロールや保守点権等，現場管理上必要な作業を行う場合を除き，現場が閉所された状態をいう。
なお，降雨，降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

エ 週休２日を実施している状態とは，対象期間内の現場閉所日数の割合（以下，「現場閉所率」という。）が２８．５％（８日／２８日）に達している状態
をいう。

オ 週休２日の確保の取組は，将来の担い手確保，入職しやすい環境づくりを目指すものであることから，週休２日による施工を実施する請負人は，
その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

カ 週休２日の実施の確認方法は，次によるものとする。
(ｱ) 請負人は，週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
(ｲ) 請負人は，実施結果を関係書類（日報，出勤簿，作業日誌，安全日誌等）により発注者へ報告する。

キ 週休２日の実施状況について，発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には，請負人は協力するものとする。

ク 週休２日による施工を指定，又は希望した工事は，現場の閉所状況に応じた補正係数を，労務費，機械経費（賃料），共通仮設費率，
現場管理費率に乗じる設計変更を行う。
なお，労務費の補正については，労務費分が明らかとなっていない市場単価等については，補正の対象としない。

(ｱ) 現場の閉所状況
・ ４週８休以上　　　　　　　　　　現場閉所率が２８．５％（８日/２８日）の場合
・ ４週７休以上４週８休未満　　現場閉所率が２５．０％（７日/２８日）以上２８．５％未満の場合
・ ４週６休以上４週７休未満　　現場閉所率が２１．４％（６日/２８日）以上２５．０％未満の場合

(ｲ) 補正方法
・ 施工者希望型については，現場閉所の達成状況を確認後，閉所状況に応じて労務費等を補正し，請負代金額を変更する。
・ なお，４週６休に満たないもの，及び，工事着手前に週休２日に取組むことについて協議が整わなかったもの（請負人が週休２日の取組を

希望しないものを含む）については，変更の対象としない。
・ また，発注者指定型については，当初の設計金額において週休２日で経費補正を行うものとし，４周８休以上の現場閉所が達成できなかった

場合には，閉所状況に応じて労務費等を補正し，請負代金額を減額する。

ケ 請負人は，「週休２日工事」について，請負人を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
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発注者指定型と
施工者希望型の
区分廃止に伴う
文章の削除・修
正
週休 2 日の実施
の確認方法につ
いて，施工協議
簿・休日等取得
実績調書の記載
を追加

☐ オ 汚泥の取り扱いについては，次のとおりとする。

(ｱ)　管洗浄により生じる汚泥は，汚泥処理施設にて処理を行うこと。
(ｲ)　舗装切断作業に伴い，切断機械から発生する排水については，排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水に

ついては関係機関等と協議の上，適正に処理すること。
(ｳ)　「適正に処理」するとは，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき，産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託す

る際，適正処理の為に必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。
(ｴ)　無機質汚泥で再生処理できるものは，再生処理施設で処理すること。
(ｵ)　有機質汚泥については，中間処理後に下記処理センターにて最終処理すること。なお，中間処理施設で含水比50％未満まで抜水してから処分
　　 施設の指示に従うこと。

（株） 旭川振興公社　旭川廃棄物処理センター
場所　旭川市江丹別町共和２７９－２　　　ＴＥＬ　０１６６－６３－４１５３

☐ カ

（任意選定箇所）

ｔ　 ｔ　 ｔ　

Ｋｍ　 Ｋｍ　 Ｋｍ　

☐ キ 当該工事では，循環税相当額を見込んでいる。

☐ ク この工事で発生する鉄くずについては，土木事業所でストックするため以下のとおり搬出すること。
また，鉄くずについては重量を測定のうえ，生産物件(発生材)報告書(様式-33)にとりまとめること。

○○ ｔ　

○○ Ｋｍ　

なお，搬出時期については事前に監督員と協議し，搬入の際には監督員が立会うものとする。

種　　　　　　類
運　搬　数　量

再資源化施設名又は受入先
住　　　　　所

運　搬　距　離
処　理　方　法

運　搬　数　量
搬出先 旭川市土木事業所

住　　　　　所 旭川市東旭川町下兵村6-2

運　搬　距　離
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この工事で発生する産業廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の物）については，次のとおり処分すること。なお，工事状況・再資源化施設等の状況によ
り，変更が生じた場合は，監督員と協議すること。また，任意選定箇所については，最寄りの箇所としている。

受　入　条　件

☐ オ 汚泥の取り扱いについては，次のとおりとする。

(ｱ)　管洗浄により生じる汚泥は，汚泥処理施設にて処理を行うこと。
(ｲ)　舗装切断作業に伴い，切断機械から発生する排水については，排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水に

ついては関係機関等と協議の上，適正に処理すること。
(ｳ)　「適正に処理」するとは，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき，産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託す

る際，適正処理の為に必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。
(ｴ)　無機質汚泥で再生処理できるものは，再生処理施設で処理すること。
(ｵ)　有機質汚泥については，中間処理後に下記処理センターにて最終処理すること。なお，中間処理施設で含水比50％未満まで抜水してから処分
　　 施設の指示に従うこと。

（株） 旭川振興公社　旭川廃棄物処理センター
場所　旭川市江丹別町共和２７９－２　　　ＴＥＬ　０１６６－６３－４１５３

☐ カ

（任意選定箇所）

ｔ　 ｔ　 ｔ　

Ｋｍ　 Ｋｍ　 Ｋｍ　

☐ キ 当該工事では，循環税相当額を見込んでいる。

☐ ク この工事で発生する鉄くずについては，土木事業所でストックするため以下のとおり搬出すること。
また，鉄くずについては重量を測定のうえ，生産物件(発生材)報告書(様式-33)にとりまとめること。

○○ ｔ　

○○ Ｋｍ　

なお，搬出時期については事前に監督員と協議し，搬入の際には監督員が立会うものとする。

種　　　　　　類
運　搬　数　量

再資源化施設名又は受入先
住　　　　　所

運　搬　距　離
処　理　方　法

運　搬　数　量
搬出先 旭川市土木事業所

住　　　　　所 旭川市東旭川町6-2
運　搬　距　離
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この工事で発生する産業廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の物）については，次のとおり処分すること。なお，工事状況・再資源化施設等の状況によ
り，変更が生じた場合は，監督員と協議すること。また，任意選定箇所については，最寄りの箇所としている。

受　入　条　件

土木事業所の住
所の修正



新 旧 備考

☐ (7)　現場環境改善

ア 当工事では現場環境改善費を計上しているので，現場環境改善計画書を施工計画書に含めて提出し，監督員の承諾を得ること。工事完了後において
その実績を写真等で提出すること。

イ 現場環境改善の内容は下表を参考に，実施する現場環境改善内容を選択すること。また，実施する内容数は，各費目（仮設備関係，営繕関係，安全関
係，地域連携）のうち５項目以上を基本とする。

    

１　用水・電力等の供給設備の充実　　　２　緑化・花壇　　　３　ライトアップ施設　　　４　見学路及び椅子の設置
５　昇降設備の充実　　　６　環境負荷の低減

１　現場事務所・監督員詰所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）　　　２　労働者宿舎の快適化
３　デザインボックス（交通誘導警備員待機室）の快適化　　　４　現場休憩所の快適化
５　健康関連設備及び厚生施設の充実等

１　工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
２　盗難防止対策（警報機等）　　　３　避暑（熱中症予防）・防寒対策

１　完成予想図　　　２　工法説明図　　　３　工事工程表　　　４　デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）
５　見学会等の開催（イベント等の実施含む）　　　６　見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営
７　パンフレット・工法説明ビデオ　　　８　地域対策費等（地域行事等の経費を含む）　　　９　社会貢献
　　

費　　　目 現場環境改善の内容項目の例
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仮設備関係

営繕関係

安全関係

地域連携

☐ (7)　現場環境改善

ア 当工事では現場環境改善費を計上しているので，現場環境改善計画書を施工計画書に含めて提出して監督員の承諾を得，工事完了後において
その実績を写真等で提出すること。

イ 現場環境改善の内容は下表を参考に，実施する現場環境改善内容を選択すること。また，実施する内容数は，各費目（仮設備関係，営繕関係，安全関
係，地域連携）のうち合計５項目を基本とする。

    

１　用水・電力等の供給設備の充実　　　２　緑化・花壇　　　３　ライトアップ施設　　　４　見学路及び椅子の設置
５　昇降設備の充実　　　６　環境負荷の低減

１　現場事務所・監督員詰所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）　　　２　労働者宿舎の快適化
３　デザインボックス（交通誘導警備員待機室）の快適化　　　４　現場休憩所の快適化
５　健康関連設備及び厚生施設の充実等

１　工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
２　盗難防止対策（警報機等）　　　３　避暑（熱中症予防）・防寒対策

１　完成予想図　　　２　工法説明図　　　３　工事工程表　　　４　デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）
５　見学会等の開催（イベント等の実施含む）　　　６　見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営
７　パンフレット・工法説明ビデオ　　　８　地域対策費等（地域行事等の経費を含む）　　　９　社会貢献
　　

費　　　目 現場環境改善の内容項目の例
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仮設備関係

営繕関係

安全関係

地域連携

文章の修正
現場環境改善の
実施する内容数
について，5項目
｢以上｣に統一

☐ (10)　既設路盤材の再生処理について

ア

イ

表1 既設路盤材数量

既設路盤材 既設路盤材再生処理 再生材等 再生材等

掘削予定量 プラント搬入予定量 利用予定量 利用工種

m3 m3 m3

ウ

エ 請負人はプラント搬入量について現場からの既設路盤材搬出状況等を基に再生処理施設の受入伝票等を確認し，再生処理施設と「プラント搬入量確

定確認書」(様式19)を交わし監督員に提出すること。

オ 再生材等の品質管理及び規格は，土木工事共通仕様書の規格(下層路盤材　凍上抑制材（砂利)）によることとする。

エ 請負人はプラント搬入量について現場からの既設路盤材搬出状況等を基に再生処理施設の受入伝票等を確認し，再生処理施設と「プラント搬入量確

定確認書」(様式19)を交わし監督員に提出すること。

オ 再生材等の品質管理及び規格は，土木工事共通仕様書の規格(下層路盤材　凍上抑制材（砂利)）によることとする。
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本工事では，当該工事で発生する既設路盤材（表１）について，対応する再生処理施設に搬出し，再生処理施設で生産された再生材等を利用するこ
ととしている。

表１の予定数量は，概算数量により算出されている。掘削施工図等や再生処理施設への搬出量を確定後，速やかに設計変更等について監督員と協
議すること。

※再生材等は，当該工事で発生した既設路盤材を再生処理したものを基本とするが，工事工程や再生処理施設の処理方法などにより，再生処理施
設で生産された新材等に替えることもやむを得ないこととし，その場合は，監督員の承諾を得ること。なお，設計変更の対象としない。

搬出する既設路盤材には，土砂，廃棄物等の不純物が混入しないこととし，洗い試験値が９～２５％の範囲内であること。また，洗い試験及びふるい
分け試験を1回実施し監督員に報告すること。

☐ (10)　既設路盤材の再生処理について

ア

イ

表1 既設路盤材数量

既設路盤材 既設路盤材再生処理 再生材等 再生材等

掘削予定量 プラント搬入予定量 利用予定量 利用工種

m3 m3 m3

表2 プラント名 住所 片道運搬距離

ウ

エ 請負人はプラント搬入量について現場からの既設路盤材搬出状況等を基に再生処理施設の受入伝票等を確認し，再生処理施設と「プラント搬入量確

定確認書」(様式20)を交わし監督員に提出すること。

オ 再生材等の品質管理及び規格は，土木工事共通仕様書の規格(下層路盤材　凍上抑制材（砂利)）によることとする。
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本工事では，当該工事で発生する既設路盤材（表１）について，表２の再生処理施設に搬出し，再生処理施設で生産された再生材等を利用することと
している。

表１の予定数量は，概算数量により算出されている。掘削施工図等や再生処理施設への搬出量を確定後，速やかに設計変更等について監督員と協
議すること。

※再生材等は，当該工事で発生した既設路盤材を再生処理したものを基本とするが，工事工程や再生処理施設の処理方法などにより，再生処理施
設で生産された新材等に替えることもやむを得ないこととし，その場合は，監督員の承諾を得ること。なお，設計変更の対象としない。

搬出する既設路盤材には，土砂，廃棄物等の不純物が混入しないこととし，洗い試験値が９～２５％の範囲内であること。また，洗い試験及びふるい
分け試験を1回実施し監督員に報告すること。

文章の修正
様式番号の修正
表 2の削除



新 旧 備考

☐ (12)　冬期の施工について

☐ ア 現場の気象条件及び請負人の責に帰すことができない事由により工事着手が遅れ冬期になった場合は，監督員と協議して冬期施工に必要な工種
について設計変更する。

☐ イ アスファルト舗装工について

(ｱ) 表層工の施工は，工程計画上冬期間を想定しているため， ☐ としている。
ただし，施工時期がこれによらない場合は，監督員と協議すること。

(ｲ) 外気温が５℃以下で，加熱アスファルト安定処理混合物，及び加熱アスファルト混合物の舗設作業を行う場合は，事前に監督員の承諾を得て，所
要の密度に締め固められる措置をとること。

☐ ウ 路面ヒーターについて

路面ヒーターは,冬期工事における以下の場合に適用する。
(1)転圧効果を確保するため,路盤表面の氷雪の除去を目的として計上する場合。
(2)舗装舗設作業に当たっての乳剤散布前に舗装(路盤)表面を乾燥させる必要がある場合。
(3)乳剤散布後において散布した乳剤の養生が必要な場合。

路面ヒーター稼働時間の算出は概数により計上し,現場の実稼働時間で精算すること。
(ｱ) 稼働時間が確認できるようヒーター稼働前と停止後に，黒板に作業内容，作業箇所又は測点，開始・停止時間を記入し写真を撮影すること。

以下，作業を再開する場合は上記を繰り返すこと。
(ｲ) 撮影カメラは日付入りカメラを時間モードに設定し，時間入り写真で撮影すること。
(ｳ) 路面ヒーター稼働時間調書（様式-22）を作成し監督員に報告すること。

☐ (13)　公共基準点（街区基準点等）の一時的な撤去・再設置及び移設について

☐ 街区基準点の復元　（撤去・再設置，高さ調整） 点
☐ 街区三角点の移設 点
☐ 街区多角点の移設 点
☐ 点

・ 街区基準点等の復元・移設作業に先立ち，土木管理課地籍調査係に所定の届出をし，規定の作業・手続きを行うこと。

・ 成果として，地籍調査係に提出した報告書を工事成果品その他の項目に入れること。
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☐ (12)　冬期の施工について

☐ ア 現場の気象条件及び請負人の責に帰すことができない事由により工事着手が遅れ冬期になった場合は，監督員と協議して冬期施工に必要な工種
について設計変更する。

☐ イ アスファルト舗装工について

(ｱ) 表層工の施工は，工程計画上冬期間を想定しているため， ☐ としている。
ただし，施工時期がこれによらない場合は，監督員と協議すること。

(ｲ) 外気温が５℃以下で，加熱アスファルト安定処理混合物，及び加熱アスファルト混合物の舗設作業を行う場合は，事前に監督員の承諾を得て，所
要の密度に締め固められる措置をとること。

☐ ウ 路面ヒーターについて

路面ヒーターは,冬期工事における以下の場合に適用する。
(1)転圧効果を確保するため,路盤表面の氷雪の除去を目的として計上する場合。
(2)舗装舗設作業に当たっての乳剤散布前に舗装(路盤)表面を乾燥させる必要がある場合。
(3)乳剤散布後において散布した乳剤の養生が必要な場合。

路面ヒーター稼働時間の算出は概数により計上し,現場の実稼働時間で精算すること。
(ｱ) 稼働時間が確認できるようヒーター稼働前と停止後に，黒板に作業内容，作業箇所又は測点，開始・停止時間を記入し写真を撮影すること。

以下，作業を再開する場合は上記を繰り返すこと。
(ｲ) 撮影カメラは日付入りカメラを時間モードに設定し，時間入り写真で撮影すること。
(ｳ) 路面ヒーター稼働時間調書（様式-28）を作成し監督員に報告すること。

☐ (13)　公共基準点（街区基準点等）の一時的な撤去・再設置及び移設について

☐ 街区基準点の復元　（撤去・再設置，高さ調整） 点
☐ 街区三角点の移設 点
☐ 街区多角点の移設 点
☐ 点

・ 街区基準点等の復元・移設作業に先立ち，土木管理課地籍調査係に所定の届出をし，規定の作業・手続きを行うこと。

・ 成果として，地籍調査係に提出した報告書を工事成果品その他の項目に入れること。

－　36　－

様式番号の修正

☐ (14)　指定歩掛の実績報告について

１実績報告

　以下の工種の施工については，設計変更にかかわらず，施工量，施工日数，作業人員，機械運転時間の実績を報告すること。

なお，報告書については，施工実績報告書（様式-27）にて作成・提出すること。

工種名

○○工
○○工

－　37　－

☐ (14)　指定歩掛の試験施工，実績報告について

☐ 1 試験施工

工の施工については，工事着手前に工事監督員立会のうえ，試験施工を行うこと。
　なお，試験施工による確認事項は，次のとおりである。

① m3

② 日

③ 人工（8時間換算日数）

④ 時間

また，試験施工の結果に伴う設計変更については，別途協議する。

☐ 2 実績報告

工の施工については，設計変更に関わらず，工事全体での実績を報告すること。
　なお，実績報告による確認事項は，次のとおりである。

① 施工日数： ○○ 日

② 作業人員： ○○ 人工（8時間換算日数）

③ 時間

試験施工及び実績報告については，施工実績報告書(様式-34)にとりまとめること。

○○○

施工量： ○○

施工日数： ○○

作業人員： ○○

機械運転時間： ○○

○○○

機械運転時間： ○○

－　37　－

試験施工の削除
文章の修正
様式番号の修正



新 旧 備考
５　使用資材（ 選 択 ）

☐ (1)　生コンクリート

ア コンクリートの配合については，土木工事共通仕様書を参照すること。

設計基準
強　　　度

粗骨材の
最大寸法

スランプ 空気量
水セメント
比の限度

最低単位
セメント量

(N/mm2) (mm) (cm) (％) (％) (kg/m3) 高炉 普通ﾎﾟﾙﾄ

Ｃ－１ 20・25 8 4.5 ☐ ☐

Ｃ－４ 18 40 5 4.5 55 ☐ ☐

ＲＣ-２－１ 24 40 12 4.5 55 280 ☐ ☐

Ｃ－１０ 18 20･25 8 5.0 55 ☐ ☐

イ コンクリート種別ごとの使用量が１日当たり100m3以上として施工する場合は，「レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）」に基づき，

単位水量の測定を実施しなければならない。ただし，水中コンクリートや転圧コンクリート等の特殊なコンクリートは除く。

☐ (2)　区画線

セメント
種　　類

均しコンクリート，縁石，

雨水桝の基礎

内陸部の無筋構造物

内陸部の鉄筋構造物

胴込・裏込コンクリート

使　用　区　分 加　熱　式 常　温　式 溶　融　式

破　　線 ☐ ☐

実　　線 ☐ ☐

ドット線 ☐

交差点マーク等 ☐

停止線・横断歩道 ☐

－　44　－

記号 構造物

５　使用資材（ 選 択 ）

☐ (1)　生コンクリート

ア コンクリートの配合については，土木工事共通仕様書を参照すること。

設計基準
強　　　度

粗骨材の
最大寸法

スランプ 空気量
水セメント
比の限度

最低単位
セメント量

(N/mm2) (mm) (cm) (％) (％) (kg/m3) 高炉 普通ﾎﾟﾙﾄ

Ｃ－１ 20・25 8 4.5 ☐ ☐

Ｃ－４ 18 40 5 4.5 55 ☐ ☐

ＲＣ-２－１ 24 40 12 4.5 55 280 ☐ ☐

Ｃ－１０ 18 20･25 8 5.0 55 ☐ ☐

イ コンクリート種別ごとの使用量が１日当たり100m3以上として施工する場合は，「レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）」に基づき，

単位水量の測定を実施しなければならない。ただし，水中コンクリートや転圧コンクリート等の特殊なコンクリートは除く。

☐ (2)　区画線

セメント
種　　類

均しコンクリート，縁石，

雨水桝の基礎

内陸部の無筋構造物

胴込・裏込コンクリート

使　用　区　分 加　熱　式 常　温　式 溶　融　式

破　　線 ☐ ☐

実　　線 ☐ ☐

ドット線 ☐

交差点マーク等 ☐

停止線・横断歩道 ☐
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記号 構造物

生コンクリート
の構造物の修正

☐ (3)　再生骨材（コンクリート廃材）

ア コンクリート再生骨材の品質管理は，製造者の試験成績結果によること。
移動式破砕機による現場内あるいは一時保管施設において製造する再生骨材の品質は，その代表とするコンクリート塊により製造したもので試験を
行い確認する。

イ 材料を切込砂利に変更する場合は，監督員と協議を行い承諾を得ること。

ウ 施工時期が確定した時点で，ゾーン内の再資源化施設に供給量の確認を行い，供給量が不足の場合は，施工協議簿に
「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し，工事監督員に報告すること。

　
－　45　－

☐ (3)　再生骨材（コンクリート廃材）

再生骨材使用箇所及び粒径は，次のとおりである。

ア コンクリート再生骨材の品質管理は，製造者の試験成績結果によること。
移動式破砕機による現場内あるいは一時保管施設において製造する再生骨材の品質は，その代表とするコンクリート塊により製造したもので試験を
行い確認する。

イ 材料を切込砂利に変更する場合は，監督員と協議を行い承諾を得ること。

ウ 施工時期が確定した時点で，ゾーン内の再資源化施設に供給量の確認を行い，供給量が不足の場合は，施工協議簿に
「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し，工事監督員に報告すること。

　

工　　　　種 使　　　　用　　　　箇　　　　所 再生骨材粒径

－　45　－

工種，使用箇所，
再生骨材粒径の
表削除
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履行報告書 様式-1

ファイル説明書 様式-2

施工体制台帳 様式-3-1

作業員名簿 様式-3-2

建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請負通知書様式） 様式-4

施工体系図 様式-5

排出ガス対策建設機械を使用できない理由書 様式-6

使用機械一覧 様式-7

地下埋設物位置及び支障物件打合せ確認書 様式-8

ほくでん送電線に関わる協議 様式-9

休日作業の承認願い 様式-10

工事施工協議簿 様式-11

段階確認願い 様式-12

立会願い 様式-13

社内検査実施結果報告書 様式-14

安全訓練等実施報告書 様式-15

使用資材承認願い 様式-16

交通誘導警備員選定通知書 様式-17

交通誘導警備員配置時間集計表 様式-18

プラント搬入量確定確認書 様式-19

境界杭等地先立会簿 様式-20

「建退共」共済証紙の配布状況調査表 様式-21

路面ヒーター稼働時間調書 様式-22

取りまとめ結果表 様式-23

休暇届 様式-24

安全関連資料総括表 様式-25

生産物件（発生材）報告書 様式-26

施工実績報告書 様式-27

目次の追加
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様式-2

令和○○年度

－－－－－園路広場整備工事

○○・○○共同企業体　代表者　○○○○株式会社

令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日

－－－－－－－－－公園

旭川市○○○

○○　○○ ○○　○○

○○　○○ ○○　○○

○○　○○ ○○　○○

成果品リスト（あるものには○、ないものには×を記入）

番号 種　　　　　別 提出状況 番号 種　　　　　別 提出状況

00 フ ァ イ ル 説 明 書 15 安 全 関 係 資 料

01 施 工 計 画 書 16 工 事 カ ル テ 関 係 書

02 履 行 報 告 書 17 工 事 写 真 帳

03 休 日 作 業 の 承 認 願 い 18 境 界 杭 等 地 先 立 会 簿

04 工 事 施 工 協 議 簿 19 建 設 業 退 職 金 共 済 関 係 書

05 段 階 確 認 願 い 20 出 来 形 図

06 立 会 願 い 21 そ の 他

07 社 内 検 査 実 施 結 果 報 告 書

08 使 用 資 材 承 認 願 い

09 試 験 成 績 表

10 使 用 資 材 集 計 表

11 出 来 形 結 果 一 覧 表

12 品 質 管 理 報 告 書

13 現 場 環 境 改 善 報 告 書

14 創 意 工 夫 高 度 技 術 報 告 書

　ファイル説明書　

年 度 ：

工 事 名 ：

請 負 人 ：

工 期 ：

公 園 名 ：

施 工 箇 所 ：

総 括 監 督 員 ： 現 場 代 理 人 ：

主 任 監 督 員 ： 主 任 技 術 者 ：

監 督 員 ： 監 理 技 術 者 ：

ファイル説明書
の追加
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様式－８

　　　　　　　公園工事に伴い，下記の請負人が地下埋設物の確認及び支障物件移設の打合せに出向きますので

　　　　　　宜しくお取り計らいお願いします。

1.工　事　名 工事

2.工 事 箇 所

3.監督員氏名 　　　　課 　　　　　係 　　　　℡

4.請　負　人

5.現場代理人 　　　　　　調査出向者

6.工 事 期 間 　　　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日

管理者 ガ　ス　管 電話ケーブル ＮＴＴ柱 配電ケーブル 送電ケーブル 北　電　柱 上水道施設 下水道施設 有線放送柱

確認事項 (旭川ガス㈱) (NTT旭川支店) (NTT旭川支店)
(北海道電力㈱　　　　

道北支社)

(北海道電力㈱　　　　

道北支社)

(北海道電力㈱　　　　

道北支社) (旭川市水道局) (旭川水道局)

確　認　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日

指 示 者 氏 名

連　絡　先 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡

確

認

内

容

確　認　印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 

地下埋設物位置及び支障物件打合せ確認書

旭川市土木部公園みどり課　

様式－８

　　　　　　　公園工事に伴い，下記の請負人が地下埋設物の確認及び支障物件移設の打合せに出向きますので

　　　　　　宜しくお取り計らいお願いします。

1.工　事　名 工事

2.工 事 箇 所

3.監督員氏名 　　　　課 　　　　　係 　　　　℡

4.請　負　人

5.現場代理人 　　　　　　調査出向者

6.工 事 期 間 　　　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日

管理者 ガ　ス　管 電話ケーブル ＮＴＴ柱 配電ケーブル 送電ケーブル 北　電　柱 旭川市水道局 旭川市水道局 有線放送柱

確認事項 (旭川ガス㈱) (NTT旭川支店) (NTT旭川支店) (北電旭川支店)
(旭川支店電力部　

送電グループ) (北海道電力㈱) (水道施設課) (下水道施設課)

確　認　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日

指 示 者 氏 名

連　絡　先 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡ 　℡

確

認

内

容

確　認　印 印 印 印 印 印 印 印 印 印 

地下埋設物位置及び支障物件打合せ確認書

旭川市土木部公園みどり課　

管理者の修正



新 旧 備考

様式－１９

　　　　　　搬入時期　　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

　　　　　　プラント搬入量　　　　　　　　　　m3

　　　　　　プラント搬入量算出書　　　　　　別紙による（受入伝票等を添付）

　　　　　　既設路盤材試験結果（プラント搬入時）

　　　　　　　　　　　　　　　　　洗い試験値　　　　　　　　　％

　　　　　　　　　　　　　　　　　フルイ分け試験　　　　　別紙による。

確認者 工事請負人 住所
法人の名称
代表者氏名

（現場代理人　　　　　　　　　　　）

再生処理施設 住所
法人の名称
代表者氏名

（確認担当者　　　　　　　　　　　）

プラント搬入量確定確認書

記

下記工事から搬入した既設路盤材の再生処理プラント搬入量として下記のとおり確認する。

工事名

様式－２０

　　　　　　搬入時期　　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

　　　　　　プラント搬入量　　　　　　　　　　m3

　　　　　　プラント搬入量算出書　　　　　　別紙による（受入伝票等を添付）

　　　　　　既設路盤材試験結果（プラント搬入時）

　　　　　　　　　　　　　　　　　洗い試験値　　　　　　　　　％

　　　　　　　　　　　　　　　　　フルイ分け試験　　　　　別紙による。

確認者 工事請負人 住所
法人の名称
代表者氏名

（現場代理人　　　　　　　　　　　）

再生処理施設 住所
法人の名称
代表者氏名

（確認担当者　　　　　　　　　　　）

プラント搬入量確定確認書

記

下記工事から搬入した既設路盤材の再生処理プラント搬入量として下記のとおり確認する。

工事名

様式番号の修正



新 旧 備考
様式－２０

工事名:　　　　　　　　　　　工事　　請負人:　　　　　　　　　現場代理人：　　　　　 工期：令和　年　月　日～令和　年　月　日

住　　　　　　　所 地先確認者 杭の 備　　　　　　　　　考

所　有　者 竣功図

地　　　　　　　番 （自　筆） 記載番号 有無 (立会日時，杭の処置方法等記入)

　 　  SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

　 □右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

　  SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

境　界　杭　等　地　先　立　会　簿

杭　の　場　所 既　設　杭　の

処　置　方　法
測　　点

様式－２２

工事名:　　　　　　　　　　　工事　　請負人:　　　　　　　　　現場代理人：　　　　　 工期：令和　年　月　日～令和　年　月　日

住　　　　　　　所 地先確認者 杭の 備　　　　　　　　　考

所　有　者 竣功図

地　　　　　　　番 （自　筆） 記載番号 有無 (立会日時，杭の処置方法等記入)

　 　  SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

　 □右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

　  SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

 SP　　.　 □有 □切下　　　　□切上

□右・□左 □無 □ｴﾝﾋﾞ管保護　□その他

境　界　杭　等　地　先　立　会　簿

杭　の　場　所 既　設　杭　の

処　置　方　法
測　　点

様式番号の修正



新 旧 備考
様式－２１

　

　工  事  名　： 　

会社名　：  

　＜実績書の取扱いについて＞ 　　※工事の請負区分　：　元請　・　下請　　（いずれかに○）

(1) 本様式は元請・下請共通様式です。

(3) 下請事業主は元請事業主（現場代理人）に作成した貼付実績書を提出してください。

　工事請負期間　：　　  　　　年　　　月　　　日　　か　ら　　  　　　年　　　月　　　日　ま　で

被共済者氏名 被共済者手帳番号 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
貼付枚数合計

（枚）
備　　　考

　

 

　
枚

「 建 退 共 」 共 済 証 紙 配 布 状 況 調 査 表

(2) 建退共に加入している元請事業主・下請事業主（すべての下請事業主）がそれぞれ作成してください。

　　（証紙の貼付実績がない事業主は、「工事名」、「会社名」を記入するとともに、被共済者氏名欄に”該当者なし”と記入し作成してください。）

貼 付 枚 数 合 計

様式－２３

「建退共」共済証紙配布状況調査表

　「元請用」

工 事 名

工 事 場 所 工 期 令和　年　月　日　～　令和　年　月　日

請 負 金 額 円

円 枚 枚

　 円 枚 枚

枚 枚

枚 枚

枚 枚

１０日券(枚)

枚 枚

∴ 枚 枚

請負業者名

共済証紙購入金額 １ 日 券 １ ０ 日 券

不足により買い足した金 額 １ 日 券 １ ０ 日 券

以前に受 注 した 工 事で の 共済 証 紙残 枚 数 １ 日 券 １ ０ 日 券

元 請 作 業 員 に 配 布 し た 共 済 証 紙 枚 数 １ 日 券 １ ０ 日 券

下 請 業 者 に 配 布 し た 共 済 証 紙 枚 数 １ 日 券 １ ０ 日 券

元 請 作 業 員 配 布 者 名 配 布 者 住 所 １日券(枚)

合 計 枚 数

残 枚 数

様式番号の修正
｢元請用｣｢下請
用｣｢再下請用｣
区分分け廃止に
伴う文章の修正



新 旧 備考

様式－２４

「建退共」共済証紙配布状況調査表

　「下請用」

工 事 名

工 事 場 所 工 期 令和　年　月　日　～　令和　年　月　日

請 負 金 額 円

枚 枚

枚 枚

枚 枚

１０日券(枚)

枚 枚

∴ 枚 枚

下 請 負 業 者 名

元 請 業 者 か ら 受 領 し た 共 済 証 紙 枚 数 １ 日 券 １ ０ 日 券

下 請 作 業 員 に 配 布 し た 共 済 証 紙 枚 数 １ 日 券 １ ０ 日 券

再 下 請 業 者 に 配 布 し た 共 済 証 紙 枚 数 １ 日 券 １ ０ 日 券

下 請 作 業 員 配 布 者 名 配 布 者 住 所 １日券(枚)

合 計 枚 数

残 枚 数

｢元請用｣｢下請
用｣｢再下請用｣
区分分け廃止に
伴い削除



新 旧 備考

様式－２５

「建退共」共済証紙配布状況調査表

　「再下請用」

工 事 名

工 事 場 所 工 期 令和　年　月　日　～　令和　年　月　日

請 負 金 額 円

枚 枚

枚 枚

１０日券(枚)

枚 枚

∴ 枚 枚

再 下 請 負 業 者 名

下 請 業 者 か ら 受 領 し た 共 済 証 紙 枚 数 １ 日 券 １ ０ 日 券

再 下 請 作 業 員 に 配 布 し た 共 済 証 紙 枚 数 １ 日 券 １ ０ 日 券

下 請 作 業 員 配 布 者 名 配 布 者 住 所 １日券(枚)

合 計 枚 数

残 枚 数

｢元請用｣｢下請
用｣｢再下請用｣
区分分け廃止に
伴い削除



新 旧 備考
様式-２２

使用機械

機械の発熱量

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

:

１．備考欄の作業内容は下記の番号で記入

① 路盤表面氷雪融解 ② プライムコート養生 ③ 乳剤散布前の舗装面乾燥

④ タックコート養生 ⑤ その他（　　　　　）具体的に記入

２．写真撮影等における注意点

・ヒーター稼働前　黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，開始時間等を記入する。

・ヒーター停止時　黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，停止時間等を記入する。

以下作業を再開する場合は上記の繰り返しとなる。

１日の作業開始時・終了時ではなく，休憩で停止している場合等，機械の稼働時間を確認

できるように留意すること。

・使用カメラは日付入りカメラを時間モードに設定し時間入り写真で撮影すること。

・機械の運転日報を整理している場合は資料として写しを提出する。

・路面ヒーター稼働時間調書を作成し，確認写真等の資料を監督員に提出して協議すること。

路　面　ヒ　ー　タ　ー　稼　働　時　間　調　書

工 事 名

工 事 場 所

請 負 者 名 kcal/h

合　計　稼　働　時　間

月 日 測　　　点 開始時間 終了時間 稼働時間
作 業 時　
外気温℃

備考　　　　　　 
(作業内容･施工面積)

様式-２８

使用機械

機械の発熱量

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

:

１．備考欄の作業内容は下記の番号で記入

① 路盤表面氷雪融解 ② プライムコート養生 ③ 乳剤散布前の舗装面乾燥

④ タックコート養生 ⑤ その他（　　　　　）具体的に記入

２．写真撮影等における注意点

・ヒーター稼働前　黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，開始時間等を記入する。

・ヒーター停止時　黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，停止時間等を記入する。

以下作業を再開する場合は上記の繰り返しとなる。

１日の作業開始時・終了時ではなく，休憩で停止している場合等，機械の稼働時間を確認

できるように留意すること。

・使用カメラは日付入りカメラを時間モードに設定し時間入り写真で撮影すること。

・機械の運転日報を整理している場合は資料として写しを提出する。

・路面ヒーター稼働時間調書を作成し，確認写真等の資料を監督員に提出して協議すること。

路　面　ヒ　ー　タ　ー　稼　働　時　間　調　書

工 事 名

工 事 場 所

請 負 者 名 kcal/h

合　計　稼　働　時　間

月 日 測　　　点 開始時間 終了時間 稼働時間
作 業 時　
外気温℃

備考　　　　　　 
(作業内容･施工面積)

様式番号の修正



新 旧 備考

様－23

　　○○工事取りまとめ結果表

でき形部分検査・工事完成検査

（施工年度）

（施工者） 請負業者

（現場代理人） 氏　　名

（主任技術者

　又は管理技術者） 氏　　名

様－29

○○工事取りまとめ結果表

でき形部分検査・工事完成検査

（施工年度）

（施工者） 請負業者

（現場代理人） 氏　　名

（主任技術者

　又は管理技術者） 氏　　名

様式番号の修正



新 旧 備考
様式-２４

令和　　年　　月　　日

旭川市土木部公園みどり課

請負人

現場代理人

１．休暇期間 令和 年 月 日 から

令和 年 月 日 まで

２．実施内容

３．緊急連絡先

主任監督員 監 督 員

総括監督員

主任監督員

監　督　員

工事名

休 暇 届

月　　日 曜日 実施内容

※　　　　　　　　により，工事作業を休止いたします。なお，休暇期間中の安全管理については，次
のとおり実施いたします

様式-３０

令和　　年　　月　　日

旭川市土木部公園みどり課

請負人

現場代理人

１．休暇期間 令和 年 月 日 から

令和 年 月 日 まで

２．実施内容

３．緊急連絡先

主任監督員 監 督 員

総括監督員

主任監督員

監　督　員

工事名

休 暇 届

月　　日 曜日 実施内容

※　　　　　　　　により，工事作業を休止いたします。なお，休暇期間中の安全管理については，次
のとおり実施いたします

様式番号の修正



新 旧 備考
様式-25

工　事　名　　：

請　負　者　　：

現場代理人　　：

主任技術者　　：

有無(※１)

※１)確認した資料については「○」,不要な資料については「／」を記入する。

確認年月日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日

監督員氏名

安全関連資料　総括表

報告資料 備　考

①災害防止協議会
（安全衛生協議会）

実施日:　　月　　日・　月　　日

②店社パトロール

③作業前打合せ
　(Tool-Box-Meeting)

④ＫＹＫ
（危険予知活動）

⑤新規入場者教育
　確認書

　□　　当該工事の現場特性が反映されている。

⑥機械等点検管理記録

⑦仮設構造物
　チェックリスト

実施日/参加人数：　月　日/　人・　月　日/　人・　月　日/　人

　月　日/　人・　月　日/　人・　月　日/　人

⑧安全訓練等実施報告書

印印

様式-32

工　事　名　　：

請　負　者　　：

現場代理人　　：

主任技術者　　：

有無(※１)

※１)確認した資料については「○」,不要な資料については「／」を記入する。

確認年月日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日

監督員氏名

安全関連資料　総括表

報告資料 備　考

①災害防止協議会
（安全衛生協議会）

実施日:　　月　　日・　月　　日

②店社パトロール

③作業前打合せ
　(Tool-Box-Meeting)

④ＫＹＫ
（危険予知活動）

⑤新規入場者教育
　確認書

　□　　当該工事の現場特性が反映されている。

⑥機械等点検管理記録

⑦仮設構造物
　チェックリスト

実施日/参加人数：　月　日/　人・　月　日/　人・　月　日/　人

　月　日/　人・　月　日/　人・　月　日/　人

⑧安全訓練等実施報告書

印印

様式番号の修正



新 旧 備考
様－26

令和　年　月　日

（あて先）旭川市長

請負人　住所

氏名

　　次のとおり生産物件が発生したので報告します。

工事

単位 数量 重量（kg）

※計量時の写真を添付すること。

生産物件（発生材）

報　　告　　書

工事名

品名 規格

受入場所 発生原因

様－33

令和　年　月　日

（あて先）旭川市長

請負人　住所

氏名

　　次のとおり生産物件が発生したので報告します。

工事

単位 数量 重量（kg）

※計量時の写真を添付すること。

生産物件（発生材）

報　　告　　書

工事名

品名 規格

受入場所 発生原因

様式番号の修正



新 旧 備考
様－27

会　社　名 　○○○○○○○○

担当責任者 　○○○○○○

TEL 　○○○○○○○○○

FAX 　○○○○○○○○○

積算基準　施工実績

1　施工結果

（1）施工労務

職種

工種名

（注）作業人員は，8時間/人として換算すること。

（2）施工機械

施　工　実　績　報　告　書

作業人員

土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員

○○○工 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

工　種　名 機　械　名 規　格 運転時間

○○工 ○○○○ ○○○○ ○○

施工量 施工日数

様－34

会　社　名 　○○○○○○○○

担当責任者 　○○○○○○

TEL 　○○○○○○○○○

FAX 　○○○○○○○○○

○○○工　積算基準　施工実績

1　試験施工結果

（1）施工労務

職種

工種名

（注）作業人員は，8時間/人として換算すること。

（2）施工機械

2　施工結果（全工事量）

（1）施工労務

職種

工種名

（注）作業人員は，8時間/人として換算すること。

（2）施工機械

施　工　実　績　報　告　書

作業人員

土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員

○○○工 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

工　種　名 機　械　名 規　格 運転時間

○○工 ○○○○ ○○○○ ○○

作業人員

土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員

○○○工 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

工　種　名 機　械　名 規　格 運転時間

○○工 ○○○○ ○○○○ ○○

施工量 施工日数
日当たり
施工量

施工量 施工日数
日当たり
施工量

様式番号の修正
試験施工結果の
削除


